
フロン法定期点検付安心保証リースの
故障発生時・フロン法定期点検の対応

リース期間 9年
リース料率 1.57％

300万円の場合

400万円の場合

500万円の場合

契約価格に応じた1カ月リース料（消費税別）

9年
47,100円
62,800円

〔算出基準〕100円未満切上、消費税別
■契約価格にリース料率を掛ければ、1カ月のリース料が算出できます。

ダイキンエアコンホームページ http://www.daikin.co.jp/aircon/空調営業本部 SPP15137B（16.05.020）SW・HP・SS

フロン法定期点検の付かない
安心保証リース（ビル用マルチも対象）も
ご用意しています。詳細はご相談ください。

お客様お客様
① 修理依頼連絡

リース期間内に、複数回の故障が生じた場合でも、都度、無償修理※させていただきます。
※保証上限額はリース物件額です。
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販売店

ダイキン
メーカー
サービス

ダイキン
メーカー
サービス

リース会社リース会社
（三井住友ファイナンス&リース）（三井住友ファイナンス&リース）
リース会社

（三井住友ファイナンス&リース）
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24時間24時間
365日対応365日対応
24時間
365日対応

（※）諸事情で販売店に修理依頼連絡をされた場合も「安心保証リース物件」は全て、
ダイキンメーカーサービスが修理対応いたします。（販売店が直接修理訪問することはありません。）

（※）

（※）

③ 修理訪問

定期点検の実施

定
期
点
検
の
委
託

0120－881－081
フリーダイヤル

定期点検から
故障修理まで任せられるから

もう、安心だね！

フロン法定期点検付

9年リースで
1カ月のリース料

（100円未満切上）（契約価格） （リース料率：1.57％）

350万円×0.0157＝54,950円 55,000円
算
出
例

故障発生時は、お客様から三井住友フ
ァイナンス&リースに電話でお知らせく
ださい。その際、必ず「安心保証リース」
物件であることをお申し付けください。
お申し出がない場合、有償修理として
処理される場合があります。 0120－34－4186

フリーダイヤル

夜間・休日は留守電案内でダイキンメー
カーサービスの連絡先をお知らせします。
なお、この場合は必ずリース会社の翌営業
日に、ダイキンメーカーサービスへ直接修
理依頼連絡されたことを、リース会社へお
知らせください。お知らせがない場合、有償
修理として処理される場合があります。

（注）通常使用における故障に対しての保証です。消耗品の交換や洗浄などの保守サービスは実費が必要です。
《エアコンに関する注意事項》
●エアコンの運転時間が1日12時間を超える場合「フロン法定期点検付安心保証リース」契約はできません。
●故障の原因がエアコン内部の汚れの場合、クリーニング（洗浄）が必要で、別途有償となります。
●定期的なフィルター掃除をしていなかった、室外機の周囲に障害物があり給気・排気に無理が生じている等、原因が設
置後の取り扱い不良だった場合の修理については有償となります。
●熱交換器の腐食、ケーシング脱落、部品のサビなどの保守・交換・調整修復作業は有償となります。
●室外機がビル壁面などの高所に設置されている場合で、クレーン車使用・足場組立など本体修理以外に発生する
費用は有償となります。

《小型業務用エコキュートに関する注意事項》
●原因が設置後の取り扱い不良だった場合の修理、または接続部位からの水漏れの修理・修復等については有償となります。
★「安心保証適用除外項目」の詳細はリース総合パンフレットをご覧ください。

修理費無料以外にも
メリットいっぱい！！
修理費無料以外にも
メリットいっぱい！！

必ずお読みください！！

フロン法定期点検付安心保証リースの
概算リース料金目安早見表

（注）リース料率は金利
　　ではありません。

定期点検についてのお問い合わせ先

故障発生時のお問い合わせ先

■フロン法定期点検付安心保証リースのリース料率（料率は平成27年5月1日現在）

78,500円
600万円の場合 94,200円

2015年4月、
「フロン排出抑制法」が施行され点検が義務化されました。
2015年4月、
「フロン排出抑制法」が施行され点検が義務化されました。

リース
期間内は

追加費用なし
で

●フロン法定期
点検

●故障修理  
を

実施！
■フロン排出抑制法で定められた管理者（ユーザー様）が取り組むこと■フロン排出抑制法で定められた管理者（ユーザー様）が取り組むこと■フロン排出抑制法で定められた管理者（ユーザー様）が取り組むこと

■フロン法定期点検付安心保証リースなら  定期点検  と  故障修理  は追加費用なし！

機器の点検

簡易定期点検 漏えいの対処

算定漏えい量の報告

記録の保管

●全ての第一種特定製品

●第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器定期点検

フロン法定期点検付有資格者※による

エアコン
ディショナー

50kW以上

7.5～50kW未満

7.5kW以上冷蔵機器及び
冷凍機器

1年に1回以上

圧縮機出力 点検回数

3年に1回以上

1年に1回以上

※冷媒フロン類取扱技術者等

管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上
の場合は有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。

●点検対象機種

連帯保証人予定者および申込者（個人事業者の場合）は、支払能力に関する審査のために、裏面申込の内容に基づき、リース会社が信用情報機関に登録されている個人情報を
利用すること、および申込に関する情報が当該機関に6カ月間登録されることに同意していただくことになります。（同意のご確認として裏面の申込書に必ず捺印をお願いします。）お申込みにあたってのご注意

ﾗｸﾗｸﾗｸﾗｸﾗｸﾗｸ
銀行からの借入れなど、
購入資金の段取りが要りません。

複雑な償却
計算や財務管理が不要です。

火災・水害などで破損しても
動産保険が適用されます。

カンタンカンタンカンタン

安心安心安心故障修理が無料リース期間内は

「機器価格」と「工事費等」「定期点検費（3回分）」の合計価格が、
契約価格と一番近いところを照合してください。

機器の点検

簡易定期点検 ●全ての第一種特定製品

●第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器定期点検
管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上
の場合は有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。

プロによる点検でラクラク安心。

◆第一種特定製品とは？：冷媒としてフロン類が充填されている機器、主に業務用冷凍・空調機器を指します。

GHP、チラー（プロセス用途の場合）、その他リース不適品を除きます。

リース契約価格 ＝ 機器価格 ＋ 工事費等 ＋ 定期点検費（3回分）

リース期間（9年）中、
定期点検は（基本的に）
３・６・９年目に行います。

 定期点検は
３回分を見積もり
願います。

＊再リースの場合、
  定期点検は有償となります。

契約価格




